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こころの体温計

【第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料の改定】
　介護保険料は３年ごとに見直しを行います。令和６～８
年度の第９期事業計画期間において必要とされる給付費を
見込み、その額の２３％を第１号被保険者の保険料で負担す
ることと規定されています。要介護認定者の増加に伴い給
付費は年々増加しています。保険料の上昇を少しでも抑え
るため、介護給付費準備基金を活用した結果、保険料基準
額は月額6,4００円となりました。所得段階別保険料額は、
これまでの１５段階から１８段階に細分化しました。（右図）
【低所得者の負担を軽減】
　消費税を財源とした公費を投入し、住民税非課税世帯の
方の保険料を軽減する仕組みを設けています。
【市独自減免制度の基準を変更します】
　保険料を納付することが困難で、次の要件を満たす方は
申請により保険料が減免（２分の１または３分の１）され
ます。
t次のすべての要件に該当する方

▽世帯全員が住民税非課税であること

▽世帯の年間収入が、基準額（１人世帯の場合は１５０万円。
世帯構成員が１人増えるごとに５０万円を加えた額）以下で
あること

▽世帯の預貯金等（有価証券・債券等も含む）の額が、基
準額（１人世帯の場合は３５０万円。世帯構成員が１人増え
るごとに１００万円を加えた額）以下であること

▽日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

▽負担能力のある親族等に扶養されていないこと
■申請期間令和６年度納入通知書が送付されてから各納期
限まで
【令和６年度納入通知書】
　７月中旬に発送します。年金からの天引き（特別徴収）
の方の１回あたりの金額が変更となるのは、１０月からの予
定です。８月までの３回と１０月からの３回では、金額に差
が生じますのでご了承ください。

i介護福祉課介護保険係（☎０4２−３８７−９９２１）

　市から送付する納付書で納付（普通徴収）している方で、
納め忘れがありましたら、５月３１日（金）までお手元の納
付書で納められます。お早めに納付してください。
　なお、納付書を紛失した場合は再発行しますので、お問
い合わせください。

65歳以上の方の65歳以上の方の
介護保険料額が変わります介護保険料額が変わります

令和５年度介護保険料令和５年度介護保険料
納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？

と　き ところ 内　容

乳幼児健康相談
（のびのび広場相談）

※１

５月１０日（金）
１３：３０～１５：３０ 婦人会館

▷身体測定、育児および保健・栄養相
談・母乳相談
▷歯科相談（保健センター・公民館東
分館のみ実施）
t乳幼児。妊産婦

５月１５日（水）
１３：３０～１５：３０ 公民館東分館

５月２８日（火）
１３：３０～１５：３０

前原町丸山台集会
所

５月２３日（木）
９：３０～１１：００ 保健センター

歯科健康相談
（歯科医師）※２

５月２９日（水）
１５：００～１6：１５ 保健センター

〔担当医〕
大澤 ▷要予約

栄養相談
（管理栄養士）※２

５月１７日（金）
１３：３０～１５：３０ 保健センター

▷食生活で気になること、離乳食など
▷要予約

※保健師・管理栄養士・歯科衛生士による電話相談は随時受け付けます

i※１＝こども家庭センター（☎０4２−３２１−6２９6）※２＝健康課—５月の各種事業案内——５月の各種事業案内—

６５歳以上の方の第９期介護保険料（令和６～８年度）

所得段階 対象者
保険料年額
保険料月額

基準額に対する比率

第１段階
・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または本人の前
年の課税年金収入額と合計所得金額（※）の合計が８０万円以下の方

年　額 ２１,８００円
月　額 １,８２０円
基準額× ０.２８５

第２段階 世帯全員
が市民税
非課税で

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８０万円超１２０万円以下の方

年　額 ２９,５００円
月　額 ２,46０円
基準額× ０.３８５

第３段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
１２０万円超の方

年　額 ５２,6００円
月　額 4,３９０円
基準額× ０.6８５

第４段階 本人が市
民税非課
税で

世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

年　額 6７,２００円
月　額 ５,6００円
基準額× ０.８７５

第５段階
（基準額）

世帯に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が８０万円超の方

年　額 ７6,８００円
月　額 6,4００円

基準額

第６段階

本人が市
民税課税
で

前年の合計所得金額が１２０万円未満の方
年　額 ９０,２００円
月　額 ７,５２０円
基準額× １.１７５

第７段階 前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方
年　額 ９７,９００円
月　額 ８,１6０円
基準額× １.２７５

第８段階 前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方
年　額 １０７,５００円
月　額 ８,９6０円
基準額× １.4００

第９段階 前年の合計所得金額が３２０万円以上３５０万円未満の方
年　額 １１１,３００円
月　額 ９,２８０円
基準額× １.4５０

第１０段階 前年の合計所得金額が３５０万円以上4２０万円未満の方
年　額 １１９,０００円
月　額 ９,９２０円
基準額× １.５５０

第１１段階 前年の合計所得金額が4２０万円以上５２０万円未満の方
年　額 １２6,７００円
月　額 １０,５6０円
基準額× １.6５０

第１２段階 前年の合計所得金額が５２０万円以上6２０万円未満の方
年　額 １３4,4００円
月　額 １１,２００円
基準額× １.７５０

第１３段階 前年の合計所得金額が6２０万円以上７２０万円未満の方
年　額 １4２,０００円
月　額 １１,８4０円
基準額× １.８５０

第１4段階 前年の合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満の方
年　額 １4９,７００円
月　額 １２,4８０円
基準額× １.９５０

第１５段階 前年の合計所得金額が８２０万円以上１,０００万円未満の方
年　額 １6１,２００円
月　額 １３,44０円
基準額× ２.１００

第１6段階 前年の合計所得金額が１,０００万円以上１,５００万円未満の方
年　額 １７８,１００円
月　額 １4,８５０円
基準額× ２.３２０

第１７段階 前年の合計所得金額が１,５００万円以上２,０００万円未満の方
年　額 １９５,０００円
月　額 １6,２５０円
基準額× ２.５4０

第１８段階 前年の合計所得金額が２,０００万円以上の方
年　額 ２１１,９００円
月　額 １７,66０円
基準額× ２.７6０

※合計所得金額は、実際の収入から必要経費相当額と税制上の譲渡所得等の特別控除を差し引いた額で
す。第１～５段階については、公的年金等にかかる雑所得が引かれた金額です。また、第１～５段階の
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から１０万円を控除した金額を用います

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。6・4・157


